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平成 19 年 3 月 26 日 

 

申請者の皆様へ 

 

日本ＥＲＩ株式会社 

 

建築基準法改正（6月 20 日施行）についてのお知らせ 

 

6 月 20 日に施行される建築基準法改正については、現在国土交通省において政令、告示

等が準備されています。 

この法改正についての概要と現段階にて想定される今後の確認申請や検査の手続きにつ

いてお知らせ致します。 

申請者、設計者の皆様は、国土交通省のホームページ等の情報によりこの法改正の内容

を正しく理解するとともに、これらを参考に法施行に備えていただくようお願い致します。 

 

１、今回の建築基準法改正の概要 

① 構造耐力規定（法第 20 条）が改正され、建築物の区分等によりそれぞれ構造

方法や構造計算の基準が定められた。これに伴い構造耐力規定にかかる政

令・関係告示が改正された。 

② 一定の建築物については、確認申請の際に都道府県知事又は知事が指定した

指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定（以下「適判」とい

う。）を行なうことになった。 

③ 確認審査・中間検査・完了検査・構造計算適合性判定は、国が定め公表した

指針にそって行なわれることになった。 

④ 構造計算プログラムが新たに定義され、大臣認定内容が変更された。施行日

以降はこの新認定プログラムのみが大臣認定プログラムの扱いとなる。 

⑤ 適判の必要な建築物については、適合判定に要する期間を含めて確認申請の

審査期間が延長された。 

⑥ 一定の建築物について、全国共通の中間検査に係る特定工程が定められた。 

⑦ 指定確認検査機関は、確認済証・検査済証等を交付した際に、特定行政庁に

確認審査報告書、中間・完了検査報告書を提出することになった。 

⑧ 施行規則の改正により、申請書類や提出図書についての変更がある。 

 

２、今後の確認・検査の手続きについて 

確認審査・検査の手続きの準備については、別紙「建築基準法改正に関する確認・

検査手続きの準備のお願い」をご参照ください。 

 

※ 今後、この 6 月 20 日の法改正に係る情報については、弊社ホームページ「＠ERI 倶楽

部会員ページ」にて公開致しますので是非ご入会ください。 


